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１ 評価検証の概要
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（１）評価検証の目的

■都市再生特別措置法第８４条第１項に基づく立地適正化計画の評価として実施

■評価検証の結果を、令和７・８年度に行う都市マスタープラン策定及び立地適正化

計画の見直しに係る基礎資料として活用
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１ 評価検証の概要

2

都市再生特別措置法

(立地適正化計画の評価等)

第八十四条 市町村は、立地適正化計画を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該立地

適正化計画の区域における住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況に

ついての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、立地適正化

計画及びこれに関連する都市計画を変更するものとする。

２ 市町村は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町村都市計画審

議会に報告しなければならない。

３ 市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立地適正化計画の進捗状況について報告

を求めることができる。

４ 市町村都市計画審議会は、第二項又は前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事

項について、市町村に対し、意見を述べることができる。



１ 評価検証の概要
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（２）評価検証の構成

➀ 施策の実施状況

・居住誘導施策
・都市機能誘導施策

② 届出・勧告の運用状況

・法第８８条に基づく届出
・法第１０８条に基づく届出

③ 現状分析

・都市（土地・建物・都市機能）
・交通、人口、災害リスク、財政

④ 目標値の達成状況

・可住地人口密度
・鉄道徒歩圏人口カバー率
・日常生活サービス施設徒歩圏充足率

計画改定に向けた

主な課題

第３次総合計画の策定

都市マスタープランの策定

土地利用の方向性
将来人口推計 等



２ 誘導施策の実施状況
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■住宅棟・共同住宅の整備（市街地再開発事業等）・・ＪＲ亀山駅周辺に計６９戸の住宅を確保

■住宅取得支援補助制度の創設・・・・・・・・・・・９２件の住宅取得を支援

■空き家リフォーム支援制度の創設・・・・・・・・・５件の空き家改修を支援

■道路後退支援制度の拡充・・・・・・・・・・・・・総延長１.１ｋｍの狭隘道路を拡幅

■地籍調査の重点的実施・・・・・・・・・・・・・・合計０.４ｋ㎡の地籍調査が完了

■浸水対策（内水）への着手・・・・・・・・・・・・浸水対策の詳細設計が完了（亀山中央）

■法第88条に基づく届出制度の運用・・・・・・・・・誘導区域外の立地状況等の把握

立地適正化計画の誘導方針の周知・浸透

■新図書館の移転（市街地再開発事業）・・・・・・・ＪＲ亀山駅周辺の賑わいの創出に寄与

■空き店舗活用支援補助制度の創設・・・・・・・・・１０件の出店を支援

■亀山駅周辺への新庁舎整備の決定・・・・・・・・・将来の中心市街地の活性化に寄与

■法第108条に基づく届出制度の運用 ・・・・・・・・誘導区域外の立地状況等の把握

立地適正化計画の誘導方針の周知・浸透

【
居
住
誘
導
】

【
都
市
機
能
誘
導
】

誘導施策の主な実績と成果



３ 届出・勧告の運用状況
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３ 届出・勧告の運用状況
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※居住系届出の８０％以上を
川崎・井田川地区が占める



４ 現状分析（都市の概況）
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■住宅供給

■開発行為

項目

全体数 居住誘導区域外 川崎・井田川地区

件数 戸数 件数 戸数 件数 戸数

Ｈ２９
～Ｒ３

３２ ４５０ ２３ ３３８ １９ ２８０

比率
（％）

ー ー ７１.９ ７５.１ ５９.４ ６２.２

■空き家

※居住誘導区域外における宅地開発は約７割を占める

※川崎・井田川地区における宅地開発は約６割を占める

※御幸地区で大きく下降

居住誘導区域内で
空き家が集中するエリア



４ 現状分析（都市の概況）
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■都市機能

評価指標 算出方法 Ｈ２７ Ｒ６ 増減

Ａ

生活サービス施設の徒
歩圏人口カバー率

医療
病院、診療所で内科又は外科を有する施設から８０
０ｍ以内の人口比率

５９.９％
９３.３％
３７.１％

５４.６％
８６.４％
３２.１％

▲５.３％
▲６.９％
▲５.０％

福祉
福祉施設（通所系、訪問系施設、小規模多機能施
設）から８００ｍ以内の人口比率

６８.８％
８７.７％
６０.４％

７２.４％
９２.３％
６４.２％

３.６％
４.６％
３.８％

商業
商業施設（延床１,５００㎡以上のスーパー、百貨
店等）から８００ｍ以内の人口比率

４２.７％
６８.５％
２６.１％

４４.２％
６１.７％
３４.１％

１.５％
▲６.８％

８.０％

Ｂ
基幹的公共交通路線の徒歩圏人
口カバー率

片道３０本以上のサービス水準の鉄道駅（８００
ｍ）、バス停（３００ｍ）以内の人口比率
※亀山駅・井田川駅のみ

８.８％
１９.１％

０.４％

９.５％
１９.０％

１.８％

０.７％
▲０.１％

１.４％

Ａ＋Ｂ
日常生活サービスの徒歩圏充足
率

医療施設、福祉施設、商業施設から８００ｍ以内
で亀山駅・井田川駅から８００ｍ以内の人口比率

６.１％
１３.３％

０.３％

６.４％
１２.７％

１.４％

０.３％
▲０.６％

１.１％

生活利便施設の立地適正

市全体
用途地域内
用途地域外
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■交通手段
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１.３％

■バス
バス停の徒歩圏（３００ｍ）人口カバー率
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■鉄道
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４ 現状分析（人口）
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■人口
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４ 現状分析（人口）
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■人口増減率（Ｈ２７⇒Ｒ６）

■年少人口比率（Ｒ６）

■老年人口比率（Ｒ６）

井田川駅周辺市街地では老年人口が４０％を超過

北東部で人口増

関地区の市街地において、
人口減少が進行



４ 現状分析（人口）
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■生活圏別の人口推移

年少 生産年齢人口 老年人口

亀山中央
１,２８２人 ５,７３１人 ２,７９１人

１３.１％ ５８.５％ ２８.４％

関
１８９人 ９４７人 ５９４人

１０.９％ ５４.８％ ３４.３％

井田川
５１６人 ３,２０３人 １,１７５人

１０.５％ ６５.５％ ２４.０％

年少 生産年齢人口 老年人口

亀山中央
１,２９７人 ５,７６３人 ２,８２６人

１３.１％ ５８.３％ ２８.６％

関
１４５人 ８２８人 ５３７人

９.６％ ５４.８％ ３５.６％

井田川
４３８人 ２,３５７人 １,７１２人

９.７％ ５２.３％ ３８.０％

Ｈ２７ Ｒ６

（居住誘導区域における年齢３区分別人口の内訳）



４ 現状分析（災害リスク）
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関駅周辺の居住誘導区域
○土砂災害（特別）警戒区域等：１箇所
○浸水想定区域：３.０ｍ未満
○ため池浸水想定：２.０ｍ未満
○地震災害時の火災延焼：５００棟以上

亀山駅周辺の居住誘導区域
○土砂災害（特別）警戒区域：複数箇所
○浸水想定区域：５.０ｍ未満
○内水浸水想定：１.０ｍ未満

井田川駅周辺の居住誘導区域
○土砂災害（特別）警戒区域：３箇所
○浸水想定区域：５.０ｍ未満
○ため池浸水想定：２.０ｍ未満

■居住誘導区域における災害リスク



５ 目標値の達成状況
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目標項目
Ｈ２７

（計画策定時）

Ｒ６
（実績値）

Ｒ７
（目標値）

Ｒ１７
（目標値）

可住地人口密度
（人/ｈａ）

亀山中央
居住誘導区域

４２.２ ４２.６ ４４.０ ４５.５

関
居住誘導区域

３９.６ ３４.６ ３９.０ ３８.０

井田川
居住誘導区域

６６.９ ６１.７ ６８.０ ６９.５

基幹的公共交通（鉄道）徒歩圏人口カバー率 １４.６％ １５.０％ １７.０％ ２０.０％

日常生活サービス施設（鉄道駅を除く）徒歩圏充足率 ３４.６％ ２９.６％ ３６.０％ ３８.０％

定量的目標値は、亀山市人口ビジョンに掲げる将来人口の展望

（２０６０年に概ね５万人確保）を前提として設定

（補正人口の８０％を誘導区域に誘導）

人口ビジョンは第３次総合計画の策定と併せての見直しを予定

・Ｒ７の目標値に対し、いずれの項目も未達成
・関居住誘導区域・井田川居住誘導区域で可住地人口密度が低下



（補足）誘導区域別の状況
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亀山中央誘導区域 市街地再開発事業の実施
・図書館の移転
・駅前広場の整備
・住宅棟の整備 （５６戸）
・共同住宅の整備（１３戸）

浸水想定区域（鈴鹿川・内水）が存在
・浸水対策計画の策定（Ｒ２）
・浸水対策の基本設計（Ｒ４）、詳細設計（Ｒ５）

市新庁舎の整備決定（Ｒ６.３）
・～Ｒ１５ 整備手法の検討～実施設計
・～Ｒ１７ 建設工事

居住人口が増加し人口密度が上昇
・人 口（人） ９,８０４⇒９,８８６
・人口密度（人/ｈａ） ４２.２⇒ ４２.６
・高齢化率（％） ２８.４⇒ ２８.６

本町地区に空き家が多数存在



（補足）誘導区域別の状況
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関誘導区域

低密度化が進行
・人口密度 ３９.６人/ｈａ⇒３４.６人/ｈａ

ため池の浸水想定区域が存在
・ため池ハザードマップを作成・配布

・木造住宅が密集しており、火災延焼のリスク高
・街道沿いに空き家が多数存在

街道沿いに小規模店舗が立地（約２０店舗）

低密度化が進行
・人 口（人） １,７３０⇒１,５１０
・人口密度（人/ｈａ） ３９.６⇒ ３４.６
・高齢化率（％） ３４.３⇒ ３５.６



（補足）誘導区域別の状況
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井田川誘導区域 誘導区域の周囲で宅地開発が進行

商業施設が立地（１施設）

浸水想定区域（椋川）が存在

区域外に商業施設が立地（３施設）

住宅団地で低密度化・高齢化が急激に進行
・人 口（人） ４,８９４⇒４,５０７
・人口密度（人/ｈａ） ６６.９⇒ ６１.７
・高齢化率（％） ２４.０⇒ ３８.０
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①中心市街地の更なる活性化

市街地再開発事業によりＪＲ亀山駅前に市立図書館が立地するとともに、再開発ビルの住宅棟や共

同住宅が整備されたことで、亀山中央居住誘導区域の居住人口が９,８８６人（Ｈ２７比 ＋８２人）、

可住地人口密度が４２.６人/ｈａ（Ｈ２７比＋０.４人/ｈａ）に増加した。

一方、亀山駅周辺地区の地価は５９,７００円から５１,０００円と１５％下降するなど、エリア全体

の土地需要の増加には繋がっていない。

本市の中心市街地の活性化に向け、市街地再開発事業の効果をエリア全体に波及させるとともに、

新庁舎の整備と連携したエリアづくりが必要である。

②市街地の拡散抑制対策の強化

持家の住宅着工数は年間２００戸前後と好調を維持しているが、居住系開発行為の７５％が居住誘

導区域外で行われている。特に、井田川居住誘導区域の周囲や川崎地区での宅地開発が全体の６割を

占めており、計画策定時から市街地がさらに拡散している。

また、新たに立地した５つの商業施設（床面積１,０００㎡以上）のうち、３施設が誘導区域外に立

地し、かつ、売り場面積率では全体の約８割を占めており、民間活力が都市拠点に向いていない。

こうした動向は、市外からの子育て世帯の流入の受け皿となるなど、本市の社会増を支えている側

面があるものの、都市の持続性の観点から、誘導区域外への住宅地や都市機能の拡散を制御する新た

な仕組みの検討が必要である。

６ 計画改定に向けた主な課題
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③関・井田川居住誘導区域の空洞化と誘導施策の充実

関居住誘導区域は小規模店舗が複数立地しており、一定の賑わいが創出されているが、人口が１,

７３０人から１,５１０人、可住地人口密度が３９.６人/ｈａから３４.６人/ｈａに減少している。

また、井田川居住誘導区域は人口が４,８９４人から４,５０７人、可住地人口密度が６６.９人/ｈ

ａから６１.７人/ｈａに減少し、高齢化率が２４％から３８％と急激に上昇しており、低密度化、

空洞化が進行している。

鉄道駅の付近に位置し都市基盤が整備された両区域の活用は、持続可能な都市経営を実現する観

点から不可欠であり、居住地としての魅力向上や誘導施策の更なる充実が必要である。

④誘導区域における防災対策の推進

亀山中央誘導区域では鈴鹿川や内水の浸水想定が、関誘導区域ではため池による浸水想定や地震災

害時における火災延焼が、井田川誘導区域では椋川の浸水想定があり、誘導区域を設定する市街地に

おいて、様々な災害リスクが存在している。

都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画に定める事項として防災指針が追加されており、

居住や都市機能の誘導を図る上での市街地の安全確保方策について、計画上の整理が必要である。
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⑤都市空間形成方針の更新等に伴う誘導区域や施策等の見直し

本市の土地利用計画の最上位に位置する総合計画の基本構想に掲げる「都市空間形成方針」が、

第３次総合計画の策定に伴い更新される予定である。

次期都市マスタープランは、この都市空間形成方針に沿って策定する予定であり、立地適正化計

画の改定においても、必要に応じた誘導区域や誘導施策の見直しが必要である。

⑥将来人口の展望の更新等に伴う定量的目標値の整理

立地適正化計画の定量的目標値は、亀山市人口ビジョンに掲げる将来人口の展望（２０６０年に

概ね５万人確保）を前提として設定している。

人口減少が進行する中、総合計画の策定と併せて人口推計が見直されることから、新たな将来人

口の展望と整合した目標値の整理が必要である。


